
日医発第 16号（健Ⅱ） 

令和 8年 4月 2日 

都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事 殿 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長 

笹 本 洋 一 

 

麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨 

並びに麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等について（依頼） 

 

今般、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課及び予防接種課

より各都道府県等衛生主管部（局）宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、

本会宛にも周知方依頼がございました。 

麻しんについては、現在、欧州諸外国では麻しんの排除認定が取り消されてお

り、またインドネシア等諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告数が増加し

ているほか、別紙３のとおり、国内においても新型コロナウイルス感染症流行以

降最多の感染者数が確認されております。 

本事務連絡はこれを受け、定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨、任意接

種に関する案内等を実施し、確実な予防に努めることを依頼するものです。 

１．定期接種の接種勧奨については、別紙１のとおり、令和 6年度の全国平均

接種率が国の定める接種率目標（95%）を下回り、また、都道府県市区町村によ

り接種率にばらつきがあります。このため、各自治体に接種率目標に達するよう、

対象者に対する個別通知や各種の広報、都道府県教育関係部局との連携等を通じ

た、積極的な勧奨に向けた取り組みを依頼しております。 

２．乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MR ワクチン」という）に

ついては、一部の製造販売業者において行われていた限定出荷が令和 8（2026）

年 1月に解除されたほか、令和 8（2026）年度の MRワクチンの医療機関への納

入量（別紙２）は、例年と同等以上となる見込みであることを踏まえ、都道府県

等において積極的に周知に取り組まれることを依頼しております。 

併せて、周知にかかる医療機関向けリーフレットについて、別紙４のとおり作

成されております。 

3．広報資材について、別紙５～７のとおり厚生労働省において作成されたた

め、周知・啓発に御活用ください。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下の郡市区医師会並びに関係医療機関等へのご周知につきご高配を賜りま

すよう何卒よろしくお願い申し上げます。 



事 務 連 絡 

令和８年３月 31 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

 

麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨 

及び麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等について 

 

 

平素より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114号）に基づく感染症の発生動向の把握、予防接種法（昭和 23年法

律第 68号）に基づく予防接種施策の推進に御尽力・御協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

 

今般の麻しんの報告数増加に鑑み、下記のとおり、「麻しん及び風しんの定期

接種対象者に対する積極的な接種勧奨等及び麻しん及び風しんの任意接種に関

する案内等について」を発出することといたしましたので、送付資料の内容につ

いて御了知の上、貴会会員へ幅広く周知し、都道府県、保健所設置市及び特別区

の衛生主管部（局）と必要に応じて連携頂くようお願いします。 

 

（送付資料） 

○ 麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨並びに

麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等について（依頼）（令和８

年３月 31日付け事務連絡） 

 

 



 

 

事  務  連  絡 

令和８年３月 31 日 

 

都道府県 

各 市 町 村 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨 

並びに麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等について 

（依頼） 

 

麻しんについては、現在、国内外における報告数の増加が報告されており、カ

ナダ、スペイン及びイギリスなどの諸外国においても、その流行により排除認定

が取り消されるなど、感染拡大が懸念されています。国内では、新型コロナウイ

ルス感染症流行以降、最多の報告数が確認されています。また、インドネシアを

はじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告のほか、国内を推定感

染地域とする報告、推定感染地域が不明である報告も増加しており、今後、さら

に増加することが懸念されます。 

つきましては、下記のとおり、麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積

極的な接種勧奨並びに麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等の取組を行

い、麻しん及び風しんの発生の確実な予防に努めていただきますようお願いいた

します。 

 

記 

 

１．定期接種の接種勧奨について 

麻しん及び風しんの定期接種の実施状況については、令和６年度の麻しん・風

しんワクチンの接種実施率を公表しているところ、第１期及び第２期の全国平均

はそれぞれ 92.7％及び 91.0％と、いずれも麻しんに関する特定感染症予防指針

（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び風しんに関する特定感染症予防指針

（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）で定める接種率目標（95％）に達してお

らず、都道府県や市町村ごとにばらつきが存在しています（別紙１は都道府県別

接種率）。 

各自治体におかれましては、あらためて自自治体の接種実施率を確認いただい

た上で、接種率目標に達するよう、積極的な接種勧奨の取組をお願いします。 



具体的には、未接種児・保護者への定期接種の個別通知や、母子健康手帳交付

時・乳幼児健診時等での確実な周知、自治体広報紙やホームページ、SNS等を通

じた周知・啓発の強化等の取組を進めるとともに、都道府県教育関係部局と連携

しつつ、令和８年度の小学校入学手続の機会等を通じて把握された未接種児及び

その保護者に対して、情報提供及び積極的な接種勧奨を行うなどの取組を進めて

いただきますようお願いします。 

なお、第２期接種については、別添１のとおり、「麻しん及び風しんの定期接種

（第２期）対象者に対する積極的な接種勧奨等の協力について（依頼）」（令和７

年 10月３日付け感感発 1003第１号・感予発 1003第１号健康・生活衛生局感染症

対策部感染症対策課長・予防接種課長連名通知）において、文部科学省総合教育

政策局健康教育・食育課長に対し、教育関係部局における保健衛生関係部局と連

携した情報提供及び積極的な接種勧奨の協力について依頼していることを申し添

えます。 

 

２．乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給状況及び任意接種に関する案内

について 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MRワクチン」という。）につい

て、第一三共株式会社及び阪大微生物病研究会は、令和８（2026）年１月に限定

出荷を解除しております。また、別添２のとおり、武田薬品工業株式会社は令和

８（2026）年６月頃より出荷再開となる見込みが公表され、令和８（2026）年度

の医療機関への納入量（別紙２）は、例年と同等以上となる見込みであることか

ら、周知等の取組について、積極的にご検討いただくようお願いします。 

また、厚生労働省では、今般の麻しんの報告数の増加（別紙３）に鑑み、国立

健康危機管理研究機構にて作成された麻しん患者との接触後の対応として麻しん

含有ワクチンの接種による発症予防について周知を進めているところです。今

般、医療機関向けリーフレット（別紙４）を作成いたしましたので、貴管下の医

療機関に対して周知をお願いします。 

あわせて、公衆衛生対策上、下記に示す接種が必要と認められる者が当該ワク

チンを接種できるよう体制の整備を検討いただくようにお願いいたします。ま

た、海外への渡航を予定している者についても下記のとおり、必要に応じた希望

者への接種を進めていただきますようお願いいたします。 

（接種が必要と認められる者の例） 

・麻しん患者と最初に接触してから 72時間以内の人 

・麻しんに感染したことのない人で、かつ、以下のいずれかに該当する人 

a. MRワクチン未接種または接種歴が不明の人 

b. MRワクチンの接種歴が１回の人 

c. MRワクチンの接種歴が２回だが、２回接種後の抗体検査により抗体価が

低いことが分かった人で、その後未接種であった人 

 



３．広報資材について 

 麻しん及び風しんの発生の予防のためには、周知・啓発の強化等の取組が重要

です。厚生労働省においても、ホームページで関連情報をまとめたページや周知

用リーフレット（別紙５～７）を作成しています。また、海外渡航者を対象とし

て、渡航前に接種を推奨する予防接種の種類に関する周知・啓発ツールを公表し

ていますので、周知・啓発にあたってはこれらを御活用下さい。 

 

なお、本事務連絡につきましては、別途、日本医師会に対しても協力依頼を発

出している旨申し添えます。 

 

【参考】 

○厚生労働省ホームページ 

・麻しん（はしか） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

aku-kansenshou/measles/index.html 

・MRワクチン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html 

 ・麻しん風しんの予防接種の実施状況 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/hashika.html 

· 海外渡航のためのワクチン（予防接種） 

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_vaccination.html  

· 海外渡航者向け 啓発ツール 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou18/index_00003_keihatsu-tools.html  

 

○国立健康危機管理研究機構ホームページ 

・発生動向調査 

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/measles/graph/index.html 

・麻しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html 

・風しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/hashika.html
https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_vaccination.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003_keihatsu-tools.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003_keihatsu-tools.html
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/measles/graph/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html


【別紙１】 

都道府県別接種率： https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-02.pdf  

なお、市区町村別接種率についても、厚生労働省 HP にて公開している。
（第 1期）： 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-05.pdf  

（第２期）： 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-06.pdf  

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-05.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-05.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-06.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/250929-06.pdf


【別紙２】 

MRワクチンの医療機関への納入量 

（単位：千本） 

 令和６（2024）年度 

実績 

令和７（2025）年度 

実績 

令和８（2026）年度 

見通し  

４月 212 196 189 

５月 197 182 188 

６月 174 175 258 

７月 170 165 176 

８月 157 145 159 

９月 152 157 173 

10月 171 151 176 

11月 147 118 154 

12月 121 108 120 

１月 123 114 124 

２月 143 122 123 

３月 182 192 171 

合計 1,950 1,825 2,010 

※１ 数量については、阪大微生物病研究会、第一三共株式会社及び武田薬品工業

株式会社の MRワクチンの医療機関への納入量の合計 

※２ 令和８年２月末時点での企業からの聞き取り結果を基に作成 

※３ 令和８年３月以降については、医療機関への納入量の見通しを記載 

  



【別紙３】 

2017～2026年における麻しんの報告数 

（単位：人） 

 
※１ 2008年 1月 1日から全数届出対象疾患 

※２ 2026年は、３月 22日時点 

 

  



【別紙４】 

https://dcc.jihs.go.jp/information/pdf/mashin20260327.pdf 

 

https://dcc.jihs.go.jp/information/pdf/mashin20260327.pdf
https://dcc.jihs.go.jp/information/pdf/mashin20260327.pdf
https://dcc.jihs.go.jp/information/pdf/mashin20260327.pdf


【別紙５】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001521591.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001521591.pdf


【別紙６】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001509133.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001509133.pdf


【別紙７】 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/05MR.pdf  

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/05MR.pdf


 

感感発 1003 第１号 

感予発 1003 第１号 

令和７年 10 月 3 日 

 

文部科学省総合教育政策局 

健康教育・食育課長 殿 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部 

感 染 症 対 策 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

予 防 接 種 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

麻しん及び風しんの定期接種（第２期）対象者に対する 

積極的な接種勧奨等の協力について（依頼） 

 

麻しん及び風しんの流行予防等の観点から、麻しん及び風しんの定期接種（第２期）対象

者のうち接種を受けていない者が小学校就学前の本年度３月 31 日までに接種を受け、接種

率が目標（95％）に到達することが非常に重要です。 

対象者のうち接種を受けていない者及びその保護者に対しては、改めて令和８年度の小学

校入学手続の機会等を利用して、麻しん及び風しんの定期接種（第２期）の接種機会がある

ことを周知するとともに、積極的な接種勧奨を行うことができれば、接種率向上に大きく寄

与することと思料されます。 

また、本年９月 26 日付けで、世界保健機関西太平洋地域事務局により、土着株による風

しんの感染が三年間確認されない等の基準を満たし、我が国における風しんの排除が認定さ

れており、麻しんの排除認定についても継続しているところです。 

引き続き、確実な麻しん及び風しんの発生の予防に努める観点から、貴職におかれては、

都道府県教育関係部局において、保健衛生関係部局と連携しつつ、情報提供及び積極的な接

種勧奨の協力方について、特段の御配意をお願いしたくよろしくお取り計らい願います。 

 

【参考】 

○厚生労働省ホームページ 

・MRワクチン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html 

 

○国立健康危機管理研究機構ホームページ 

・麻しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html 

・風しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html 

【別添１】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html


2026 年 3 月 

医療関係者 各位 

武田薬品工業株式会社 

『乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」』出荷再開見込みのおしらせ 

 

謹啓 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

弊社が製造販売する『乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」』(以下、「MR ワクチン」)につきま

して、麻しんウイルス力価(以下、「力価」)低下の原因調査および是正措置の実効性の評価を行ってきましたが、

この度、長期安定性試験において良好な結果が得られたことに加え、工場内の商用スケールで製造した試製品

においても力価の改善が確認されました。現在、製剤の品質試験ならびに国家検定申請の準備を進めており、

特段の問題が生じない限り 2026 年 6 月頃に出荷再開となる見込みです。出荷再開時期が確定でき次第、改め

てご案内させていただく予定です。 

 

力価低下の原因として、麻しんワクチン原液の保管冷蔵庫の温度逸脱に加え、製造工程における影響因子

を網羅的に抽出・解析し、検証した結果、製造工程における温度管理手法や培養に使用する原料の滅菌方

法、細胞培養開始条件が複合的に寄与したとの判断に至りました。これらに対する是正措置を実施し、1 年

以上にわたる長期安定性試験において良好な結果が得られ、商用スケールの試製品においても力価の改善が

確認できましたので、出荷再開の見込みをご連絡できることになりました。 

 

なお、乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」の供給再開につきましては、MR ワクチンならびにおたふく

かぜワクチンの製造および供給を優先することから、両製品の供給状況を鑑みて、決まり次第ご連絡させて

いただきます。 

また、以前よりご案内しておりました「自主回収ロットにおける麻しん抗体検査および追加の接種につい

て」の対応、特設ダイヤルは、MR ワクチンの製品出荷再開に伴い終了を予定いたしております。詳細につ

いては以下 Web サイトからご確認ください。 

https://www.takedamed.com/health/L301info  

 

医療関係者の皆様をはじめ、MR ワクチン定期接種での接種対象の方々や、任意接種での接種を希望さ

れている多くの方々に長期にわたり多大なご心配およびご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたし

ます。 

謹白 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

武田薬品工業株式会社 くすり相談室 0120-566-587 

受付時間 平日 9:00-17:30(土日祝日・弊社休業日を除く) 
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